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「まさか自分が…」

誰もがそう思うものです。

トラブルの回避や適切な対処の為

必ず読んで、 いざという時のため、

いつも手元に置いてください。
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本学では原則、学部学生は自動車による通学が認められていません。なお、
病院地区及び伊都地区においては、入構車両に対する課金制度が導入され
ており、入構証及びパスカードの交付を受けた者以外の車での入構は認め
られておりません。
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いならなにげ妨の通交の他。いさだくてせさ動移に所場な全安を者傷負、めたぐ防を発続の故事 ○
よう車を移動してください。

○交通事故にあったら、110番！事故状況・時間を記録しましょう。
こるれさを求要な外法でとあ。うょしまし頼依を分検故事に察警ず必、ずじ応に渉交談示に単簡 ○

とがあります。要注意！
○保険会社にも連絡しましょう。

○まず、人命第一！すぐに119番。負傷者等を放置して逃げてはいけません。

各学部等の学生係等へ連絡を、P37～P38「緊急連絡先」参照。

罰則：３年以下の懲役又は５０万円以下の罰金
違反点：２５点
行政処分：免許取消し・拒否（失格期間１年）
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092-643-3284
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不正なサイトに誘導され､IDやパスワードを漏洩しないように注意してく
ださい。フィッシングメールと呼ばれる､銀行､Google､全学基本メール
等のログインページなどを模倣したサイトへのＵＲＬと｢至急､パスワード
を変更してください。｣などの文言を含むメールを受けとった場合や、標的
型メールと呼ばれ、あたかも正当な業務や依頼であるかのように見せかけ
る件名や本文で送りつけ、本文中のURLや添付ファイルを開かせるよう誘
導するメールを受け取った場合、その情報が本物かどうか､いま一度確認
してください。わからない場合は情報統括本部に相談してください。

事件（インシデント）を発生させないよう、利用者が注意すべきこと
　自分が加害者となりインシデントを起こすと、貴重な勉強や研究のための莫大な時間がその処理に
費やされたり、精神的な苦痛を受けることになります。これらのコンピュータネットワークの不適切
な利用によるインシデントを発生させないよう、大学はもちろん、家庭でも注意してください。
　また、情報統括本部が発行している情報セキュリティガイドを常によく読み、注意すべきことを確
認してください。また、インシデントにあった場合は、情報セキュリティガイドに書かれている手順
で対応をしてください。URL：https://www.sec.kyushu-u.ac.jp/sec/pdf/sec-guide.pdf

【情報倫理規程とセキュリティポリシー】
安心してネットワークや計算機、情報等の情報資産を利用できるよう、
当該情報資産の提供者及び利用者の心得、責務、遵守すべき情報セキュ
リティに関する基本方針を定めています。情報倫理規程及びセキュリ
ティポリシーを理解し、定められた運用ルールを守りましょう。

インターネット上での著作権にご留意ください。インターネットには、著
作権を守られるべき、音楽や映画等の情報コンテンツが不法に流通してい
ます。それらの不法コンテンツをインターネット利用により入手し利用す
ることも不法であり、行うべきではありません。ライセンス違反である
非純正のWindowsの使用、商用ソフトウェアの不正利用などは絶対にし
ないでください。また、学内で仮想通貨のマイニングを行い報酬を得る
ことは情報機器や電気使用の不正利用にあたるため禁止されています。
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http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contects/
shouhiseikatsu.html

月～金　9：00～16：30　日（電話対応）　10：00～16：00

月～金　9：00～17：00　第２・４土（電話対応）　10：00～16：00
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　学生が本学の規則に違反し、又は学生の本分に反する行為があったときは、大学として教育的指
導の観点から、犯罪行為等を行った学生に対して、｢九州大学学部通則｣、｢九州大学大学院通則｣に基
づき懲戒処分が科せられますので、日頃から節度ある行動を心がけてください。
　また、懲戒処分等の適正と公正を図るためのガイドラインとして、以下の通り｢懲戒の基準例｣を定
めています。

土・日・祝日　10：00～16：00消費者ホットライン 188
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38 39P.37～P.38｢緊急連絡先｣を参照。
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　大学生活では、友人関係、サークル、勉学、アルバイトなど、新しい環境の中で、経験が広がっ
たり深まったりします。
しかし、新しい経験をするときには、壁にぶつかったり、どうしていいかわからなくなったりし
て悩むことも自然なことです。人は悩み過ぎると、
＊勉強が手につかない
＊ひきこもりがちになる
＊自責的、他罰的な考えにこだわる
＊一つの事にとらわれて、冷静に状況が見れない
＊疲れ果てた感じがする
＊すごく不安になる、焦る、パニックになる
といった状態に陥ることがあります。その結果、不眠（寝つきが悪い・睡眠が浅い）、食欲不振、
身体の不調、などがおこり、自信やエネルギーがなくなってしまい、悪循環に陥ることがあります。
このような状態が一定期間続く時は、１人で悩み続けても、問題解決・解消が出来にくい時と言
えますので、友人、家族、大学のカウンセラー・教職員に相談して下さい。また、ひどく悩んで
いても「人に弱みを見せたくない」「自分の問題はすべて自分１人で解決しないといけない」と考
える学生さんが増えています。他者と相談しつつ自分の問題を解決することは、大学時代に学ぶ
べき重要なスキルであることを忘れないで下さい。
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　「悩み」がある時は、言葉にして誰かに話してみることが大事です。話すことによって、自分の
気持ちや考えが整理できたり、少し楽になったり、解決の糸口やヒントが見つかったりすること
もあります。友人や家族や先生に相談して共感的に聴いてもらうことも大事なことです。また、

　これらの支援はすべて、みなさんの自律性、自発性が健全に発揮でき、「うまく悩めるように」
なるための支援です。気軽に、時には思い切って利用してみてください。

　カウンセラーは、対話をする中で、学生生活や人生でよりよい選択ができることを援助したり、
問題解決の糸口を発見することを援助したりします。時には、リラクセーションなどのテクニッ
クを使い、不安を緩和します。
　精神科医は、医学的知見に基づいて、症状を緩和したり、不安を低減させるといった医学的治
療を行います。不眠が続く、食欲不振が続く、意欲が減退してどうしようもない、などの状態では、
まず生理的に脳を休め、生活のリズムを整えることが最重要課題となります。そのためには、精
神科医は睡眠薬や抗うつ剤、精神を安定させる薬などによるサポートをします。
　心療内科医も、医学的知見に基づいて、主にストレスと関連した身体の不調感や身体に現れる
症状を改善するように医学的治療を行います。

九州大学には相談にのってくれるカウンセラーや医師がいますので、活用してみましょう。

◎修学面

◎生活面
　充実した学生生活を送る上では、生活管理能力も必要となります。夜遅くまでゲームをして朝起きれずに授業に出られな
くなってしまう、サークルの連日の厳しい練習に疲れ、授業をズルズルと休んでしまうというようなことがあり得るので、生
活リズムや生活習慣、体調管理を心がけることは大切です。

◎人間関係
　クラスの友人との繋がりがあると、さまざまな情報から取り残されることなく修学面も円滑に進みますが、逆に繋がりが
ない場合は、孤軍奮闘しなければならず苦労することも考えられます。相談できる人が一人でもいると、気持ちの面で助け
られることも多いものです。思い切って自分から話しかけたり、気の合う人たちが集う場所を探したりしていきましょう。

　大学は高校とは異なる学習環境なので、授業選択や勉強の仕方、試験対策にとまどうことがあるかもしれません。自分で
問いを立てて情報を収集し自分の意見を述べることが求められるレポート課題や人前でのプレゼンテーションも増えてきま
す。そのほか、入学後に「なぜこの大学、学部に入ったのか」という問いに直面し、進路について迷う場合もあります。
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○本学では、障害を理由とした差別を禁止し、合理的配慮を提供することによって、障害のある人々
（学生・教職員）の修学、就労、研究、教育などの環境の整備を推進しています。

1.障害のある人々が学ぶためには？
●聴覚障害のある学生が、体育の授業を希望したが、障害を理由に履修が認められなかった。
●障害学生が、入寮を希望した際に、寮でヘルパーを利用することを求めたため、入寮を断られた。

例えば、下記の内容が障害を理由とした差別になります。

1. 障害のある学生が学ぶためには？
本学では、障害を理由とした差別を禁止し、合理的配慮を提供することによって、障害のある人々
（学生・教職員）の修学、就労、研究、教育などの環境の整備を推進しています。

　コーディネート室では、学内の総合相談窓口として、学生・教職員からの相談をお受けしています。相談内容を
お聞きして、必要な学内外支援（医師・カウンセラー等）につなぐ役割を担います。医師、カウンセラー、障害学
生支援スタッフ、教職員ともに連携して、学生サポートを行います。「どこに相談すればよいかわからない」、「同時
に複数の問題を抱えている」等の場合は、一度コーディネート室へ相談してみませんか？電話やメールでの相談も
受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください。（P.19参照）

◎キャンパスライフ・健康支援センターに関することで、どこに相談したら良いか分からない場合は、
　コーディネート室が相談に応じています。
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○障害のある人とない人の平等な機会を確保するために、学校などが、教育の本質を損なわない範囲
で障害の状態や性別、年齢などを考慮した変更や調整、サービスを提供することを「合理的配慮」と
　いいます。具体的には、以下の①、②が挙げられます。

（例）
耳が聞こえにくいため、ディスカッションの内容がわかるよう
にして欲しいと聴覚障害学生から申し出があった。そこで、
ノートテイク（文字通訳）*1をつけた。
*1　話し手の発言内容を筆記もしくはパソコン入力の方法で伝える方法のこと。

　　　●肢体不自由のため、車いすを利用しているが、サークルの参加を拒否された。
　　　●視覚障害のため、書類などを出す手続きに時間を要し、対応を後回しにされた。

○合理的配慮ガイドブックおよびそれぞれの障害についての内容・対応例：
　キャンパスライフ・健康支援センター　コミュニケーション・バリアフリー支援室のホームペー
ジに掲載しています。
　http://www.chc.kyushu-u.ac.jp/organization/barrierfree.html

2.合理的配慮とは？

○授業・試験・生活などに関する配慮・支援の検討を要する場合は、「授業・試験・生活等に関する
配慮・支援要望書」に記入して、学生支援課に提出ください。
○「授業・試験・生活等に関する配慮・支援要望書」の記入及び作成、要望書の提出などに関する相
談は、キャンパスライフ・健康支援センター（コミュニケーション・バリアフリー支援室、健康相談
室、学生相談室、学生支援コーディネーター室）で受けることができます。
○学生本人が配慮を申し出るのが困難な場合は、保護者などが代行することもできます。
○提供された配慮内容について変更したい場合は、担当教員や所属学部・学府と相談し、建設的な
対話を重ねていきましょう。
○建設的な対話を重ねても解決に至らない場合は、「障害者支援推進専門委員会」に不服申立がで
きます。学生支援課に申し出て下さい。

3．合理的配慮の提供を受けるためには？

例えば、下記の内容が障害を理由とした差別になります。

① 障害のある人も公平に参加できるよう、既存のルールや環境を改善、変更・調整したり、ルールに「例外」
　 を認めること

（例）
車いすユーザー学生、視覚障害のある学生から「教室への移動に困難を抱えている」と申し出があっ
た。困難の内容は同じであるが、個々の障害に応じて、それぞれの配慮内容を個別に検討し、下記の
配慮を提供した。
・車いすユーザー学生：移動しやすい教室への変更を行った。
・視覚障害のある学生：移動のサポート*2を行った。
*2　教室までのルートや状況を声で説明したり、教室まで直接案内したりするなどの方法のこと。

② 障害はそれぞれ多様であり、一人ひとり異なるため、個別の配慮内容をその都度検討し、提供すること

〇 インクルージョン支援推進室では、障害のある学生が、学業・学生生活において十分に個性と
能力が発揮できるようサポートをします。そのために、障害のある学生への教育的・心理的サポー
トや、修学機会の均等を確保するための合理的配慮の提供、アクセシビリティに関する啓発、
障害者支援ピア・サポーター学生の育成などを行います。

す関に等活生・験試・業授「、は合場るす要を討検の援支・慮配るす関にどな活生・験試・業授 ○
る合理的配慮要望書」に記入して、学生支援課に提出ください。

出提の書望要慮配的理合、成作び及入記の」書望要慮配的理合るす関に等活生・験試・業授「 ○
などに関する相談は、キャンパスライフ・健康支援センター（インクルージョン支援推進室）
で受けることができます。

。すまきでもとこるす行代がどな者護保、は合場な難困がのる出し申を慮配が人本生学 ○

きましょう。
でが立申服不に」会員委門専進推援支者害障「、は合場いなら至に決解もてね重を話対な的設建 ○

きます。学生支援課に申し出て下さい。

○合理的配慮ガイドブックおよびそれぞれの障害についての内容・対応例：
　キャンパスライフ・健康支援センター　インクルージョン支援推進室のホームページに掲
載しています。
　http://www.chc.kyushu-u.ac.jp/organization/barrierfree.html

○具体的な配慮内容については、担当教員や所属学部・学府と相談し、建設的な対話を重ねてい

○より良い修学環境の構築に向けて、実施された配慮内容については、モニタリングを行います。
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○アクセシビリティとは、「社会的、制度的、心理的な障壁の除去を進めることで、障害の有無や身体
的特性などの違いに関係なく、全ての人が利用しやすい、参加しやすい」ことを指します。
○アクセシビリティに関する知識的理解と体験的理解の両方を深めるために、下記の授業が開講
されています。これらの授業を受講することで、アクセシビリティリーダー育成協議会のアク
　セシビリティリーダー認定資格の受験資格を得ることができます。

4．アクセシビリティについての理解を深めるためにー障害者支援ピア・サポーター育成ー

問い合わせ先 キャンパスライフ・健康支援センター　インクルージョン支援推進室
TEL&FAX　092-802-5859　E-mail:inclusion@chc.kyushu-u.ac.jp

問い合わせ先

障害・社会の見方が変わる
気づき「スイッチ」ON!

九州大学では、学内の施設、情報のアクセシビリティの向上や障害者への支援を行う障害者支援

上記の授業で身につけたアクセシビリティに関する知識を実際に生かす場
となります。このような、一人ひとりの学生の理解の向上、および実際の支援
活動を通して、障害のある人々（学生・教職員）に取ってアクセシビリティの
高い学びの場の創成につながっていきます。

障害者支援ピア・サポーター学生について

ピア・サポーター学生を募集しています。障害者支援ピア・サポーターとしての活動は、①施設の
バリアフリー（バリアフリーマップの作成）、②情報保障（PCノートテイク、手話）、③広報
活動（Fecebook・Twitter投稿、啓発ポスター作成）、④研修活動など多岐に渡り、文系理系問
わず、それぞれ専門性を活かした活動を行っています。

○「国立大学法人九州大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する規程」と「障
　害を理由とする差別の解消の推進に関する実施要領」：
　本学では、障害を理由とした差別を禁止し、合理的配慮を提供するために、規程などを定め、
　本学ホームページに掲載しています。
　https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/university/publication/handicapped-support
　（「九州大学について」→「公表事項」→「障害者支援について」）
○障害・疾患のある学生に対する修学支援の流れ：
　支援の流れを、本学ホームページに掲載しています。　
　https://www.kyushu-u.ac.jp/f/33466/shugakushien_ｈ300423.pdf

【基幹教育総合科目：フロンティア科目】
肢、害障覚視、害障神精、害障達発（習学的験体・的識知の害障：門入援支ーリフアリバ ・

体不自由、病弱・虚弱など）
・アクセシビリティ入門：支援機器の技術習得の実習や社会資源見学など

報情、解理的学語言の話手、習学的験体・的識知の害障覚聴：門入援支ィテリビシセクア ・
アクセシビリティ支援技術など

のどな、学法、学工祉福、学築建、学科脳、学理心、学育教：究研ンイザデルサーバニユ ・
視点によるユニバーサルデザインの学び

【高年次基幹教育】
・アクセシビリティマネジメント研究：学生の相互援助力を高める支援マネジメント力の習得

アクセシビリティに関する授業は教育学部でも開講しています。
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　「どこに相談したらいいかわからない」「とにかく困っていて、どうして良いかわからない」と
思う時は、下記の「何でも相談窓口」にご相談ください。
　この窓口は、電話での相談にも応じています。事務職員が対応しますので、気軽に相談してく
ださい。相談内容によっては、学内・学外の関係機関を紹介します。

学生相談室

健康相談室

インクルージョン
支援推進室

コーディネート室
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インクルージョン支援推進室分室

（伊都地区センターゾーン ビッグさんど２階）（伊都地区センターゾーン ビッグさんど２階）

コーディネート室

分室

分室

分室

分室
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おにぎりやパン・スープなど軽食でよいので、毎朝食べましょう。

健康相談室では、体重や血圧の測定、食事に関する相談ができます。
ぜひ、利用してみてください。



Ⅱ.からだ編

22

章
２
第

　九州大学では、2019年9月から敷地内全面禁煙となります。これは、受動喫煙による健康被害防止
を目的として制定された改正健康増進法が2020年４月に全面施行されることによる措置です。2003年
にWHOで策定された「タバコ枠組み規制条約」は、「たばこの消費およびたばこの煙に晒されることが
健康、社会、環境および経済に及ぼす破壊的な影響から現在および将来世代を保護すること」を目
的としており、我が国も批准していて、改正はこの世界的な流れを受けたものです。
　我が国の調査で、本人は一切喫煙しないも関わらず、受動喫煙を受けたことによって亡くなる方
は、毎年1万5000人に上ると推計されています。肺がん・虚血性心疾患・脳卒中がその主な原因で
すが、それ以外にも受動喫煙によって多くの疾患が引き起こされます。受動喫煙は皆さんが考えてい
るよりも深刻な問題です。
　受動喫煙だけではなく、最近では三次喫煙という概念が出てきています。喫煙を終えた人や喫煙者
がいた環境からタバコに由来した健康被害を受けることを指しています。エレベーターやタクシー
に乗り込んだ際の臭いは思い当たることがあるでしょう。不快であることが問題なのではなく、揮発
などで吸いこむタバコ由来の化学物質に発がん性を含め有害性があることがすでに証明されています。
したがって、多数の人間が利用する施設で受動喫煙を防止するには、喫煙場所を撤廃する以外に方策
はありません。
　学生である皆さんが、社会に出て中核となって働くと考えられる10～20年後には、喫煙習慣を持っ
ているだけで様々な局面でマイナス評価になる時代になっていることは間違いありません。現在で
も、生命保険では喫煙者と非喫煙者で保険料の差別化は行われていますし、今後その傾向は拡大す
るでしょう。また、喫煙習慣を持つだけで就職活動のエントリーシートすら受け付けない上場企業

　現在、喫煙習慣のない人は今後も喫煙しないよう、現在喫煙している人は学生の間に禁煙して非喫煙
者として社会に出てください。
　最近、加熱式タバコ（iQOS・Ploomtech・glo)が流行していますが、タバコと変わらず、ニコチンへ
の依存は持続し、健康影響も紙巻きタバコと同程度であると考えられます。加熱式タバコのパンフレット
にある「有害物質9割減少」は、タバコ煙に含まれる5300種類の化学物質のうち、200種類以上ある有
害物質の中のわずか9種類に対してのみです。さらに、これらの物質はわずかであっても、人体に吸収さ
れるべきではない有害物質です。また、加熱式タバコ使用で周囲に拡散するエアロゾルには上記の有害
物質が含まれており、このエアロゾルによって受動喫煙と同じ健康被害が引き起こされます。
　キャンパスライフ・健康支援センターでは、禁煙を希望する学生・教職員を対象に禁煙支援プログラム
を展開しています。これまでに学生・教職員あわせて67名が1年以上の禁煙に成功しています。
まずは話に来てみませんか？

　毎年冬になると、ワクチン接種や流行状況についての報道があり、みなさんもインフルエンザに罹ら
ないようにと気を遣っているのではないでしょうか？2009年には、全世界で新型インフルエンザのパン
デミックが発生したことを覚えているでしょう。
　このパンデミックの際、九州大学では学生のみなさんにインフルエンザの症状があれば病院をすみや
かに受診し、診断が出た場合には大学へ報告をしてもらい公認欠席（公欠）として休んでもらうお願い
をしていました。学生のみなさんの協力のおかげで、学内での感染拡大を予防することができ、休校措
置を行うような大流行にならずに済みました。
　2010年以降も、みなさんの協力によりインフルエンザに罹った際の報告を徹底してもらうことで、学
内での大規模な感染拡大は起こっていません。今後も、インフルエンザになった際には、報告をした上
で公認欠席として学校に出校しないよう協力をお願いします。
　インフルエンザは、通常のかぜとは異なります。A型もしくはB型のインフルエンザウイルスに感染す
ることで発症する疾患です。インフルエンザにはワクチンがありますが、接種すればインフルエンザに
絶対にかからない、というものではありません。しかし、インフルエンザの発病を予防することや、発病
後の重症化や死亡を予防することに関しては、一定の効果があることが示されています。ワクチン接種
が増えれば小児・高齢者の重症例を減らすことが可能ですし、感染拡大もある程度抑えることができます。

も増えてきています。喫煙は、皆さんの将来に確実に悪影響しか与えません。
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　2018年3月に始まった沖縄での麻疹の流行や2018年9月頃からの首都圏における風疹の流行は
記憶に新しいことと思います。最終的に101名までに広がった沖縄の麻疹流行の原因は、2007年
に起こった多くの高校と大学で休校をもたらした麻疹流行の原因と同じです。我が国では、2007
年当時麻疹の流行は減っていました。そのため、麻疹に罹ったことがない人や麻疹ワクチンを接種
したことがない人が増えている状況でした。さらに、ワクチンを接種していていも10年以上経
過して免疫力が弱くなった人が増加したことによって、日本人集団全体としての免疫保有率が低
下したために、2007年の麻疹流行は引き起こされたと考えられています。
　麻疹・風疹には特効薬はなく、予防するしかありません。ワクチン接種が唯一の予防法ですが、
2007年の麻疹流行以前はワクチン接種後に免疫が低下していくということは一般にはあまり知
られていませんでした。現在、麻疹ワクチン・風疹ワクチンともに2回接種が原則です。一回だ
けの接種では感染を予防する抗体価が年々下がってしまい、感染する可能性が出てきます。この
ため、2008年から2012年まで中学1年生と高校3年生の相当年齢で麻疹ワクチンの追加接種が行
われました。この際にワクチン接種をした人もいると思います。このような対策の効果もあり、
2015年3月に我が国は麻疹の排除状態となりました。現在、日本固有の麻疹はなくなり、国内で
麻疹が発生した場合は全て輸入感染症になります。2018年の沖縄の麻疹も海外から持ち込まれた
麻疹ウイルスに起因するものです。
　麻疹および風疹の罹患歴・ワクチン接種歴について、ご家庭や母子手帳などの記録を確認の上、
接種の必要があり、接種可能な人は、ワクチン接種を受けて下さい。
　詳しい情報は、キャンパスライフ・健康支援センターHPをご覧下さい。
　麻疹・風疹のように自分だけではなく、他人へも健康被害を広める恐れのある感染症を十分
に理解し、感染しない、感染を拡大させない行動をとることが重要です。
　学生時代に海外へ出かけ、見聞を広めるということは非常に有意義なことです。しかし、日本
国内とは異なり、衛生状況が悪かったり、感染症が流行していたりする地域があることも事実で
す。結核や寄生虫疾患などが蔓延している地域は世界にはまだ数多く存在します。これらの感染
症の流行地に何の予備知識もなく入っていくということはお勧めできません。海外旅行を計画す
る際には、訪れる国で流行している感染症や風土病について十分な知識を得て、十分留意しなが
ら見聞を広められることを希望します。

　2009年に、若い芸能人の結核罹患が報道されたことは皆さんもご存じでしょう。
そうは言っても“結核は過去の病気”だと思っている人は少なくないのではない
でしょうか？しかしながら、平成29年の統計では、年間16,789人の新規患者
が発生し、2,303人の方が亡くなっています。つまり、結核は1日に46人の
新しい患者が発生し、6人が命を落としている日本の重大な感染症であり、

　インフルエンザに限らず感染症予防の基本は十分な睡眠と栄養を取り規則正しい生活を送って体調
管理をすることです。その上で手洗いや症状があるときのマスク着用など適切な衛生習慣を持続して行
う事で自分自身の感染と他の人への感染を防ぐことができます。日々、健康的な生活を送ってください。

5日間）、かつ、解熱した後2日を経過する（解熱翌日から2日間）まで」は出校は控えるようにしてくだ
さい。

　抗インフルエンザ薬（タミフルなど）の効果は、ウイルスの増殖を抑えることによって、インフルエン
ザ症状を有する期間を短縮することです。発症後48時間以内の服用が必要ですし、症状は軽くなって
も、インフルエンザウイルスを排出する状況は続きますので、「発症した後5日を経過し（発症翌日から
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　厚生労働省エイズ動向委員会の2017年間報告によると、国内のHIV感染者およびAIDS患者
報告はあわせて1,389件となっており、2004年以降14年連続で1,000件を越えています。実に
１日あたり約４件の報告です。2017年１年間の新規HIV感染者数は、976件であり、AIDS
患者数は413件でした。新規HIV感染者数と新規AIDS患者数はここ数年横ばいの状態ですが、す
でにHIVに感染した人がAIDSを発症することで今後はAIDS患者数は増加してくることが予想さ
れます。
　感染経路は日本国籍男性では同性間性的接触が最も多く、次いで異性間性的接触ですが、日本
国籍女性では感染経路はほとんど全て異性間性的接触です。新規HIV感染者の報告が多い地域とし
て、2011年以降九州は増加傾向を示しています。1990年代から、異性間の性的接触による感染
の機会が増加しており、常にその危険性を考慮した行動が必要だと言えます。
　性感染症は、HIV感染だけに限りません。性器クラミジア感染班、淋病様疾患、性器ヘルペスな
どが代表的ですが、性器クラミジア感染症が1998年以降急激な勢いで増加しています。性器クラ
ミジアなどの性感染症にかかっていることでHIV感染の危険性は２～５倍高まると言われてます。
　性感染症の危陰性を減らす唯一の方法はコンドームの使用です。また、不特定多数との性交渉
を避けることが有効です。万一かかってしまった場合は、パートナーと同時に治療を行うことが
重要です。どちらか一方が治療を行っても、他方が無治療であれば再び感染するからです。ま
た、とくに女性では性感染症にかかっても自覚症状が乏しいことが少なくないことを知っておき
ましょう。性感染症の不安がある場合は、遠慮無く健康相談室に相談に来て下さい。必要に応じ
て適切な医療機関への紹介もしています。もちろん、個人情報は厳守されますので安心して下さ
い。また、匿名で性感染症に関する相談ができ、無料でエイズやクラミジアの検査も受けられる
福岡市の窓口（エイズダイヤル：下記参照）も利用可能です。

　感染症はどこにでもあると考えて注意することが大切です。キャンパスライフ・健康支援センタ
　ーのHPでは、インフルエンザ情報ををはじめとして流行しつつある感染症の最新情報を掲載し
ています。参考にしてください。

　結核に限らず、感染予防で大切なことは、規則正しい生活を送り、抵抗力のある状態を保つこ
とです。疲労、睡眠不足、ストレスには気をつけましょう。

健康診断を受けましょう。
日本は現在でも結核の蔓延国の一つなのです。結核の早期発見・早期治療のために必ず学生定期
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咳エチケットを守りましょう！

国民健康保険に加入する人は、居住地の区役所や市役所で手続きをしてください。
　早めに申請して、準備をお願いします。

19

・咳、くしゃみ、鼻水、発熱の症状がある人は、マスクを着けましょう
に箱ミゴの付タフ、はーパーペュシッィテだんかを鼻、りたえさ押をみゃしくや咳 ・

入れる、ポリ袋に入れてしばるなどして捨てましょう。手洗いも忘れずにしてくだ
さい。

。

じゅうぶんで

健康管理は、自分の健康に関心を持つことから始まります。健康診断では、身長・体重・血圧・胸部
X線検査などが受けられます。年に１回、健康診断を受けましょう。また、健康診断を受けた人には、
健康診断証明書が発行されます。

険証と救急用品をご準備ください。
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災害に備えて

災害発生時の対応3

⑴　早く知らせる
　　①　「火事」ということを大声で叫び、近くの人に早く知らせるようにする。
　　②　非常ベルがあれば使用し、慌てずに１１９番に通報する。
⑵　早く消火する
　　①　身の安全を守るための脱出口を確保してから、バケツ、消火器、濡れた布などを使って消火に当たる。ただし、薬品火災に

1．火災発生時の対応 火 災 発 生 時 の 三 原 則

①早く知らせる ②早く消火する ③早く避難する

38 39 42 47
緊急時の対応については、
P37～P38及びP40～P45
を参照してください。
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⑴　地震発生時
　○研究室、事務室、教室等にいるとき
　　①　テーブルや机の下に身を隠し、落下・転倒物（書棚、黒板、蛍光灯等）から身を守る。
　　②　ドア付近にいる人は、ドアを開け出口を確保する。
　　③　窓際にいる人は、窓ガラスの飛散を防ぐためにブラインドやカーテンを閉め、急いで窓際から離れる。
　○実験室にいるとき
　　①　すぐに火の始末をし、電気器具などの電源を切る。揺れが大きく火の始末が不可能な場合は、まず身の安全を図る。
　　②　火災が発生した場合、揺れがおさまってから消火器で初期消火活動を行う。消火不能の場合は、部屋のドアを閉めて直ちに
　　避難する。

　　③ 二次災害防止のため、危険物の取り扱いに十分注意する。
　○廊下にいるとき
　　①　壁が崩れてくる恐れがあるので、衣服や持ち物などで頭を覆い、速やかに近くの教室等部屋の中に避難して机の下にもぐる。
　　②　近くの教室等部屋に入れない場合は、落下の恐れがあるものの下から離れ、衣服や持ち物などで頭を覆ってかがみこむ。
　○エレベーターに乗っているとき
　　①　全ての階のボタンを押して、停止した階で降りる。
　　②　途中で停止した場合は、非常ボタン又はインターホーンで外部に救助を求める。
　○図書館、体育館、食堂等にいるとき
　　①　落下・転倒の恐れがある物（本棚、ロッカー、自動販売機など）から離れる。
　　②　使用中の電気器具の電源を切る。
　○屋外にいるとき
　　①　建物やブロック塀等倒壊の恐れのあるものから離れる。
⑵　地震沈静化後
　　①　地震沈静化後は近くの避難場所に避難する。
　　②　研究室や事務室単位等でお互いに安否を確認し合う。

　　　　ついては、消火器及び水を使用できないものがあるので注意する。
　　　※火災は原則として天井に火が燃え移らないうちは消火可能
　　②　必要に応じて自衛消防隊を編成し、消火活動に当たる。
　　③　消防隊が到着した場合には、火災の延焼状況を報告するとともに、可能な範囲で消火活動に協力する。
⑶　早く避難する
　　火が大きくなった時には無理な消火をしようとせず、次の要領で素早く避難する。
　　①　タオルやハンカチで鼻と口を覆い、煙を吸わないようにできるだけ姿勢を低くして避難する。
　　②　煙で前が見えない場合は、壁に手を当て方向を確認しながら避難する。
　　③　避難するときは、燃えている部屋の窓やドアを閉め、延焼をできるだけくい止める。
　　④　一度避難したら再び戻らない。

2．地震発生時の対応

⑴　風水害発生時
　　①　気象情報に注意しながら、自分の居室のある建物の点検を行い、必要に応じて補強する。また屋外の飛散する恐れのある
　　物を屋内に搬入する。

　　②　大木やブロック塀等倒壊の恐れのあるものから離れる。車やバイク等も必要に応じて移動させる。
　　③　低地においては土嚢を準備するなど、浸水防止に努める。
　　④　カーテンやブラインドにより窓ガラスの飛散に備えるとともに、窓ガラスから離れる。
　　⑤　土砂崩れ等が想定される地区においては、早めに避難準備を進める。

3．風水害発生時の対応

風水害発生時の三原則

①気象情報に
　気をつける

②点検補修は
早めに　 ③避難の準備を

地震発生時の三原則
①その場に合った
　身の安全の確保 ②出口の確保 ③すばやい

　火の始末

1 32
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■安否確認システム（ANPIC）
　九州大学では、大規模災害等の危機発生時における安否確認を迅速かつ確実に実施するため、「九
州大学安否確認システム（ANPIC）」を導入しています。
　福岡県及び福岡県に隣接する県で「震度 5強」以上の地震が発生した場合や、その他大規模災
害等が発生した緊急時に、登録メールアドレス（学生基本メールや学生ポータルに登録している
携帯アドレス等）に安否を確認するメールが一斉送信されます。スマートフォン等をお持ちの学
生の皆さんは、初期設定（本登録）を済ませ、アプリや LINE で通知や報告を行える設定にしてお
いてください。また、普段ガラケー等を使用している人は携帯等のメールアドレスを追加してく
ださい。
　危機発生時には速やかに身の安全を確保するとともに、自身の安否状況について必ず大学本部
に報告してください。

●もっと詳しく知るには
　九州大学安否確認システム（ANPIC）
　http://www.kyushu-u.ac.jp/ja/university/approach/risk-manageme

　https://anpic-kyushu-u.jecc.jp/kyushu-u/regist/

nt/

●問合せ先

●初期設定（本登録）サイト

　・安否確認システム　総務部総務課総務第一係　anpic@jimu.kyushu-u.ac.jp
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ウェストゾーン駐車場

椎木講堂前

多目的グラウンド

多目的グラウンドテニスコート
テニスコート 理系図書館前キャンパス・コモン

陸上競技場

地蔵森・工学部創立
75周年記念庭園
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病院地区



4.海・山の事故防止
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4

5

●海外渡航時は外務省海外渡航サービスへの登録が必須です。
海外渡航前に、海外渡航の届け出を各学生係等へ必ず提出しましょう。

事件・事故にあったら、在外公館、九大関係者（指導教員、研究室、所属学部・学府学生担当係、
留学課など）、及び家族へ連絡・相談を！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　（３ヶ月未満の場合・・・たびレジ，３ヶ月以上の場合・・・ORR net）
　　以下URLよりご登録ください。
　　https://www.ezairyu.mofa.go.jp/

「正課・課外活動の安全対策」
（P.35）の項も読んでください。

　海や山での若者の事故が全国的に多発しています！悲惨な事故は、あなたの将来にも大きな影
響を及ぼし、家族の悲しみも計り知れません。海や山へは入念な計画をもって安全第一に行動し
てください。スケジュールを各学生係等に届けておきましょう。



1.ハラスメントの防止・対策

32

章
４
第

●セクシュアル･ハラスメントとは､行為者の意図に関わらず､他者を不快にさせる性的な言動のことです。上下関係や立場
を利用した交際や性的関係の強要、性的な言動への対応によって利益又は不利益を与える行為､相手や周りの望まない性的
な言動･画像の掲示、性差別的な言動、などがあります。
●

●　性的指向（恋愛・性的感情がどの性別に向かうかということ）または性自認（自分がどのような性別であるかという認識）
にかかわらず、セクシュアル・ハラスメントに該当することがあり得ます。

セクシュアル･ハラスメントは､特に先輩と後輩､上司と部下､指導教員と学生といった力関係の中で多く起こります。また、
男性から女性に対するものだけでなく、場合によっては女性から男性に対して、あるいは同性間においても起こり得ます。

●パワー･ハラスメントとは､大学における地位 ( パワー ) や影響力を利用して､嫌がらせなどの言動を繰り返すことを指し
ます。それが､教育･研究に関わるときにはアカデミック･ハラスメントと言い､たとえば､研究や就職の妨害､指導放棄､威圧
的な言動や叱責などがあります。
●パワー･ハラスメント､アカデミック･ハラスメントは､地位が上の者から下の者に対してなされる場合だけでなく､数の上
での優位を利用するなどして、下位の者から上位の者に対してもなされることがあります。
●妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とするハラスメントとは、妊娠又は出産に関する制度又は措置の利用に関する
言動により就業環境が害されるもの、育児休業・介護休業等の利用に関する言動により就業環境が害されるもの、妊娠した
こと、出産したことその他の妊娠又は出産に関する言動により就業環境が害されるものなどがあります。
●上記のハラスメント以外にも、教育･研究･就業とは離れた場でのハラスメントが考えられます。不当な仲間はずれやいじ
め､飲酒の強要や酔った上での迷惑行為､不正行為の強要､自分の支持する宗教や思想にしつこく関与を求めることなどがあ
ります。

同性愛や性別違和を抱える人に対して差別的な扱いをする。



2.ハラスメントの加害者にならないために
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●出産に伴う休学について相談を受けた教員が、「休みをとるなら退学してもらう」などと発言する。
●教員が、妊娠に伴う体調不良でゼミの欠席を求めた学生に対し、「それはあなたの都合でしょう」などと言って認めない。
●同級生の学生が、妊娠を報告した学生に対し、「周りのことを考えていない。迷惑だ」などと繰り返し何度も発言する。
●教員が、「学生なのに妊娠するような人は指導しない」などと繰り返し発言する。実際に指導しない状態にする、または
　そのような状態になっている。

例えば、こんなことが妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とするハラスメントになります。



4.ハラスメントを見かけたら
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http://www.kyushu-u.ac.jp/ja/university/publication/harassment/

092-802-6091 092-802-6092
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Ⅰ.安全対策編

42

　実験・実習中の事故防止については、各学部・学府において、｢手引書｣を作成し、指導・助言を
行っています。修学ガイダンスや指導教員、先輩等の指導を遵守し、不明な点は必ず確認して、実
験・実習の安全に心がけてください。
　また、万が一に備え、実験・実習等には、P40以降の｢安全の手引き｣を常に心掛けましょう。
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③サークル・学生団体等の団体で参加する際は、顧問教員に事前に連絡をとってください。

課外活動における安全対策マニュアル　https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/education/extracurricular/
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Ⅱ.保険制度編
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※教育実習､インターンシップ､ボランティア活動等の際に､多くが上記保険への加入を条件としていますので、
　入学時に全員原則加入としています。

Ⅱ.保険制度編

章
５
第

※教育実習､インターンシップ､ボランティア活動等の際に､多くが上記保険への加入を条件としていますので、
　入学時に全員原則加入としています。

伊都キャンパスセンターゾーン

学研災・付帯賠責 問い合わせ先 九州大学生活協同組合 0120-21-7131
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■
交通ルールを遵守して自転車に乗っていても交通事故を起こすことがあり得ます。
被害者が怪我等をしてしまった際には、損害賠償をしなければなりません。

学研災では補償が不足すると思われる場合に加入できる保険で、病気や日常生活でのケガ等について
の補償、さらに付帯賠責も包括されたものです。
この保険に加入する場合は、学研災への加入が必要です。

自転車保険

損害賠償を確実に行うようにするために TSマーク付帯保険や各保険会社の自転車損害賠償保険に加
入しておきましょう。
自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例により、福岡県内で自転車を利用する場合、保険等に
加入するよう努めなければなりません。

自動車保険（任意保険）

学生生活総合保険相談デスク

大学生協共済・保険サポートダイヤル

0120-811-806

0120-335-770

受付（土日祝日を除く9：30～17：00まで）

［受付時間］　平日  9：40～17：30　　土曜  9：40～13：00

学研災付帯学生生活総合保険（付帯学総）

大学生協の学生総合共済

スポーツ安全協会公益財団法人「スポーツ安全協会」が取り扱うもので、スポーツ活動だ
けでなく、文化活動やボランティア活動などを行う団体も安い保険料で
加入でき、活動中の事故などが保険の対象になります。

生活協同組合が取り扱っている保険です。国内外を問わず、学生生活の24時間を補償し、病気入院や
ハンググライダー等の事故、アパート・寮などの火災、風水害も対象になっています。



安全の手引き

40



安全の手引き

41



安全の手引き

42



安全の手引き

43

化学薬品？



安全の手引き

44



安全の手引き

45

正門
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